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営利事業者がCOVID-19の抗原検査キットを購入して従業員の

検査のため提供した場合、関連支出は損金に計上することがで

き、従業員の所得として計上する必要はない
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財政部台北国税局が2022年5月11日付で公布したプ

レスリリースによると、台湾での最近のCOVID-19感染

拡大の中、企業の正常な運営を維持するために、感

染リスクがある従業員の検査のために営利事業者に

生じた支出は、本業及び付属業務内の支出に属する

と考えられます。営利事業者が検査キットを購入して

従業員に検査させる場合、又は従業員が自ら検査

キットを購入して営利事業者に費用精算する場合のい

ずれも、使用した又は費用精算した検査キットの支出

はすべて当年度の損金として計上し、営利事業所得

額の計算において控除することができ、従業員の課税

となる給与所得に算入する必要はありません。

同局は以下の例で説明しています。

A社は従業員のCOVID-19の感染が確認されたため、

感染従業員の濃厚接触者及び間接的に接触した可能

性がある従業員に対して検査を実施した。濃厚接触者

である3名の従業員は、防疫関連規定により在宅隔離

を受ける必要あるため、近親者に検査キットの購入を

依頼し、隔離期間の完了後、A社に検査キット購入費

用$1,800を請求した。またA社は検査キット$12,000を

購入し、他の従業員に提供して検査させた。そのうち

$8,000相当分の検査キットは使用し、未使用の検査

キット$4,000相当分は将来年度の使用のための備蓄

とした。この場合、A社は当期において合計$9,800の検

査キット費用を損金計上することができる。

同局は、営利事業者自身の権益を守るために、検査

キットの購入証憑又は従業員が費用精算を請求した

証憑を損金計上の証拠として適切に保管するよう、営

利事業者に注意を呼び掛けています。
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